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◇人口 ８６，８５９人(平成25年4月1日） 

        男性 ４３，７９１人 
        女性 ４３，０６８人 

◇面積108.56k㎡ 

◇高齢化率 ２０．６％  

◇日本一の品質を誇る果実の王様「クラウンメロン」  
                                                              産出額が多い 23億2,800万円  

Ⅰ 静岡県袋井市のプロフィール 



  合併前の旧袋井市において、平成５年11月３日に「日本一健康文化都市

宣言」を行い、平成17年４月１日に旧浅羽町と合併、現在の袋井市となり、

市制施行５周年を機に、新市として、平成22年５月16日に「日本一健康文

化都市宣言」を行いました。 

日本一健康文化都市宣言 
 

～人も自然も美しく 活力あふれる 日本一健康文化都市～ 
 

  青く輝く海原と緑あふれる大地に抱かれ、先人によって築かれたふるさと 
     ふくろいを、わたしたちは受け継いできました。 
       この恵まれた地域で、心やからだの健康を増進することはもとより、健康 
       生活を支える自然を守り、地域社会を充実させていくことも、わたしたちみん 
     なの願いです。 
        わたしたちは、健康意識を高くもち、一人ひとりが「心の健康」、「からだの 
       健康」、「まちの健康」を追求し、すべての人びとを幸せにしていきます。 
         わたしたち袋井市民は、住んでよかったという喜びを実感できるまちを目 
       指し、ここに袋井市を日本一健康文化都市にすることを宣言します。 
 
                                          平成２２年５月１６日 



袋井市総合計画 後期基本計画（平成23年度～平成27年度） 基本構想 

日 本 一 健 康 文 化 都 市 と は  

  

 健康文化都市とは、心と体の健康はもとより、家庭や地域が温かく、都市と自然が調和するなど、人もまちもすべてが健康で、
この地に暮らすみんなが、郷土に対する“誇り”と“喜び”を感じ、生活の向上と地域の発展を志向していくまちのことです。 

 健康文化都市を実現するためには、共生・協議・交流をもって、みんなで人づくりとまちづくりに取り組むことが必要であり、高
いこころざしの下に、明確な目標を持ち、自らが胸を張って誇れるまちを築くため“日本一”を掲げます。 
 すべての人々がこれを共通の理念として、後世にまで受け継いでいくこととします。 

人も自然も美しく 活力あふれる 日本一健康文化都市 

   
 
   ゆたかな心と、確かな知識と知恵を身に 
つけた 、た く ま しい人材を育みます 。 
さらに、産業の担い手の育成や既存産業の 
革新と新たな産業の創出を促すことにより、 
にぎわいのあるまちの構築を目指します。 
 

【人づくり、産業づくり】 

未来を拓く心ゆたかな人と 
活力ある産業が支える 
にぎわいのまち 



温暖な気候、恵まれた 

交通条件 

温室メロン、茶、米
を中心とする名産品 

田園や茶園が広がる
「農のある風景」 

担い手確保 販売の強化 市民と農とのふれあい促進 

市民農園 

301区画→600区画 

農業生産法人 

13法人→35法人 
農業産出額 

99.2億→116億円 

目標値：袋井市農業振興ビジョンＨ２２～Ｈ３１ 
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農を活かしたまちづくり展開図 



平成１９年度から開始 本年度７年目  

 「健康チャレンジ!! すまいる運動」 

         ７月１日～１１月３０日（５か月間） 
         ＜健康マイレージ制度実施期間＞ 
重点期間 

   健康づくりをポイント化し、貯まったポイントを公共施設利用券 

や民間の登録サービス券と交換、あるいは、幼稚園や学校等へ
のポイント寄付を通じて社会貢献ができる制度です。 

Ⅱ 静岡県袋井市の健康づくり事業 



   豊かな人生と健康長寿の実現のため、市民 
 一人ひとりの健康的な生活習慣の定着を目指 
 した市民総参加の健康づくり運動です。 
 
 

 「健康チャレンジ!! すまいる（ＳＭＩＬＥ）運動」 

「健康チャレンジ!! すまいる（ＳＭＩＬＥ）運動」とは….. 

          ７月１日～１１月３０日（５か月間） 
          ＜健康マイレージ制度実施期間＞ 
重点期間 



民間の登録サービス券と交換 

幼稚園・学校へポイント寄付 
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 公共施設利用券と交換 さらなる健康増進 
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まちの活性化 

教育環境の充実 

 健康マイレージ制度の概要 

～あなたを、まちを元気にする制度です！～ 



食事系の健康づくりの目標を立て、実践 

【最大】 
  ９１８円／５か月     

運動系の健康づくりの目標を立て、実践 

15歳以上（大人）の参加方法  

【参加方法 １】  ｅ－すまいる 【参加方法 ２】 すまいるカード  

ウオーキング（歩数又は歩行時間）の記録   

① ポイント対象活動 

② 実践状況を市へ提出 

③ ポイント取得 

登録特典５０ポイント      

④ポイント交換申請 

幼稚園や学校等にポイント寄付 

公共施設利用券や民間の登録サービス券と交換 

【最大】 
１，０１８円／５か月     



子ども（幼稚園、小・中学校等）の参加方法  

【参加方法 】  すまいる手帳  
＜６月15日～7月14日・１か月間＞ 

食育  「いろんな野菜を食べよう！」 
① ポイント対象活動 

② 実践状況を市へ提出 

③ ポイント取得 

④ すまいる報賞金支払い 

徳育    ＜園児＞「ありがとうを言おう！」 
    ＜児童・生徒＞「役立つことをしよう！」 

子どもたちの参加はすべて学校等へ      

各目標１５ポイント
【最大】３０ポイント      

平成２２年度 袋井東小学校 『すべり台完成』 

す
ま
い
る
報
賞
金
活
用
事
例 



 

健康マイレージ制度参加者数（平成18年度～平成24年度） 
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 「健康チャレンジ!! すまいる運動」 

 
 

 出前健康教室は、平成１５年度から始まり、市民の生活習慣を見直すきっかけづ
くりや正しい運動・生活習慣の定着に資することを目的として、運動講師・保健指
導者を健康教室へ派遣し開催する講師派遣型の健康教室である。 
 
◇ 出前健康教室の区分 ① 公 会 堂出前健康教室    ＜平成１８年度～＞ 
               ② 公民館等出前健康教室    ＜平成２１年度～＞ 
            ③ 事 業 所出前健康教室    ＜平成２０年度～＞ 
            ④ 地域活動サークル出前健康教室＜平成２４年度～＞ 
 

◇ 出前健康教室の講師 市登録講師数 ３８人 （平成２５年４月１日現在） 
                  ・運動講師育成のため 

                        「健康運動リーダー養成講習会」の開催 
            ・講師スキルアップのため    
                 「地域健康づくり指導者研修会」の開催 
 

◇ 健 康 親 善 大 使  長野 茂 氏 に委任（平成２０年度～） 
            ・「日常ながら運動」考案者 

 出前健康教室（公会堂・公民館等・事業所・地域活動サークル） 

出前健康教室では、いつでも気軽に運動に取り組むこと

ができる「日常ながら運動」を紹介 



 
 

 健康づくり推進員は、地域における健康づくり活動と、市の実施する健康づくり事業
の効果的な推進を図るため、各自治会から男女１名ずつ選出、市が委嘱している。 
 

 ◇ 主な活動 「公会堂出前健康教室」の企画・運営 
        「地域健康寺子屋」開催（地区担当保健師との連携・協力） 
         健康づくり事業、健診事業等の事業ＰＲ  

 健康づくり推進員 

 「健康チャレンジ!! すまいる運動」 

 
 

 平成２４年度から『健康の見え
る化』により『実年齢』と『健康
年齢』とのギャップから健康づく
りへの動機付けとなることを目的
として実施。 
 

◇ 測定器 ① 血管年齢測定器 
      ② 肺年齢測定器 
 
  

健康年齢測定事業 公会堂出前健康教室  

血管年齢 肺年齢 



 市内１３地区の公民館で、地域の健康課題を把握し、教室内容、運営を
地域住民と連携・協力して開催する健康教室。 
 平成２２年度にモデル地区３地区から事業を開始し、平成２４年度より
全１３地区で開催。健康づくりの核となるリーダー、地域組織、行政等で
構成・運営する地域ヘルスプロモーションを目指している。 

薬剤師(地域薬局) 

民生委員 

地域健康寺子屋 

独居高齢者 

要指導域者 

住 民 

地域健康寺子屋 

介護予防教室 生活習慣病予防教室 健康相談・指導 

健康指導者・リーダー 
健康づくり推進員  等 

調整 ＰＲ・情報収集 

いきいきサロン 
参加 

シニアクラブ 
参加 

連携・協力 
補助 

地区担当保健師 
地区担当栄養士 

医師 
(地域診療所) 

公民館 

特定高齢者 

 

健康指導者 

参加 

参加 

市民活動団体 

地域の健康課題を把握 
地域へ提示・協議、調整 

協力 

協力 



地域健康寺子屋の実施状況 

 
 

◇ 開催地区  ３地区・・・笠原・山名・浅羽東 
◇ 内  容  テーマ：「糖尿病」 
        知識編・運動編・食事編をセットにしたパッケージ型病態別教育 
◇ 参加人数  笠 原 ３回開催 延べ１５１人 
        山 名 ３回開催 延べ ５３人 
        浅羽東 ４回開催 延べ ６１人  合計 延べ ２６５人  
 
  

 平成２２年度 【モデル地区３地区での開催】  

 
 

◇ 開催地区  ５地区・・・笠原・山名・浅羽東・袋井北・浅羽南 
◇ 内  容  テーマ：「糖尿病」 
        知識編・運動編・食事編をセットにしたパッケージ型病態別教育 
◇ 参加人数  笠 原 ２回開催 延べ ３１人 袋井北 ４回開催 延べ ４６人 
        山 名 10回開催 延べ１６４人 浅羽南 ４回開催 延べ ５５人 
        浅羽東 ３回開催 延べ ３４人      合 計 延べ３３０人  
 
  

 平成２３年度 【前年度３地区（自主的開催） ＋ 新規２地区での開催】  

 
 

◇ 開催地区  市内全１３地区 
◇ 内  容  「糖尿病」食後高血糖と老化 ～血液・食事からのアンチエイジング～ 
        健康講話・調理実習をセットにしたパッケージ型病態別教育 
◇ 参加人数  合計 延べ３６回開催 延べ５７０人 

 平成２４年度 【全１３地区で開催】  



◇ ２次救急を中心とした地域救急医療体制の充実 
◇ 中東遠地域の中核病院 

◇ 災害に強い病院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
延床面積   約４６，１５１㎡ 
規模・構造  地上８階 
       鉄骨造（免震構造） 
病床数    ５００床 
標榜診療科目 ３３科 
外来患者数  １，２００人/日 

Ⅲ 日本一健康文化都市を目指して 

中東遠総合医療センター 

平成２５年５月１日 開院 

全国初の自治体病院の統合 
～ 袋井市立袋井市民病院 と 掛川市立総合病院 ～ 

概 要 

中東遠総合医療センター 



中東遠総合医療センターの経緯 

 平成１９年１２月  新病院建設協議会設置 

 平成２１年 １月  「合同建設に関する協議書」締結 

袋井市立袋井市民病院 
昭和54年12月新築開院 

掛川市立総合病院 
昭和59年４月新築開院 

  共通課題   施設の老朽化・医師不足 ・経営の悪化 

将来基本構想検討会設置 
平成18年２月 

将来構想検討会設置 
平成18年８月 

  新病院建設は広域的に考えるべき 

 平成２１年 ７月  「新病院建設事務組合」設立 

平成２１年 ３月  建設用地の決定・取得 



中東遠総合医療センターの経緯 

 平成２１年 ８月  医療機能懇話会開催 （計３回開催） 

 平成２２年 ５月  造成工事着手 

 平成２３年 ７月  本体建設工事着工 

 平成２３年１２月  新病院名『中東遠総合医療センター 』決定 

 平成２５年 ３月  建設工事竣工 

平成２５年５月 
 『中東遠総合医療センター 』開院   

 平成２５年 ４月  掛川市・袋井市病院企業団設立 



健康支援センター（公設公営） 

総合的な相談窓口の開設 
  （保健・医療・介護・福祉分野） 

健康見守りネットワーク運用 
  （認知症者、一人暮らし高齢者など） 

※地域包括支援センター等と連携 

健康指導センター（公設公営） 

病態別健康教育の実施 
 オーダーメイド健康指導の実施 
 

（生活改善の支援と重症化の予防） 

※保健センターを中心とした保健活動、健康指導の推進 

学校での健康学習講座の開催 
 継続的な地域健康教室の開催 
 

（行動変容の促進と疾病・介護予防） 

外来・健診センター 
（公設民営） 

総合内科的な外来の開設 
  （他の医療機関紹介機能を含む） 

※社会福祉法人「聖隷福祉事業団」と指定      

   管理者制度による委託｡外来のみ開設 

健診機能 
 （検診車を使った健診） 

一般病床・回復期リハビリ病床の開設 
  （新病院の後方支援、専門的なリハビリ） 

医療療養病床の開設 
  （在宅医療の支援、新病院の後方支援） 

休日夜間急患センター 
（公設公営） 

在宅療養支援センター 
（民設民営） 

一次救急医療のセンター化 
  （いつも同じ場所で実施） 

＜曜日・時間帯は未定＞ 

※救急当番医を在宅輪番制からセンター方式   

    へ移行。 移行には医師会の同意が条件 

在宅療養支援ステーションの開設 
  （訪問看護・訪問リハビリなどの実施） 

※２４時間訪問看護・介護を行う民間事業者等へ 

  順次移行 

在宅患者 

袋井市総合健康センター整備事業 

※社会福祉法人「聖隷福祉事業団」と指定
管理者制度による委託｡外来のみ開設。 

一般病床・回復期リハビリ病床 
療養病床 １５０床程度（公設民営） 



袋井市立聖隷袋井市民病院 

平成２５年６月１日 開院 ～旧袋井市民病院の利活用～ 

 ◇ 急性期病院の後方支援病院 

 ◇ 中東遠圏域の医療機関等との連携による 
  切れ目のない医療・療養環境 

聖隷福祉事業団と指定管理者制度による委託 

開院当初 外来：内科・脳神経外科  
     一般病床 ５０床 
 

予  定 医療療養病床 ５０床 
      回復期リハビリテーション病床 ５０床 
          健診機能 

概 要 



説明は以上です。 

ご清聴ありがとうございました 


